
船舶事故調査報告書 

令和３年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年８月１６日 １２時３０分ごろ 

発生場所 神奈川県平塚市馬入
ばにゅう

橋の中央（相模
さ が み

川） 

萩
はぎ

園
ぞの

三等三角点から真方位２２６°１,６９０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１９.９′ 東経１３９°２２.１′） 

事故の概要  水上オートバイTaka
タ カ

は、北北東進中、また、水上オートバイ Ｘ
エックス

２
ツー

一番機
い ち ばん き

は、南南西進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和２年８月１８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ Taka、０.２トン 

２３０－５３４０９神奈川、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ Ｘ２一番機、０.１トン 

   ２３５－４６１３４東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に破損 

Ｂ 船首部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 １、視界 良好 

水象：川面 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、約３０km/h

の対地速力で北北東進中、船長Ａが、左舷前方から接近するＢ船及び

Ｂ船と同航の他船を見て、Ａ船の左舷側を航行すると思い、同じ針路

及び速力で航行を続けたところ、Ｂ船が急に左旋回したものの右舷船

首方にあった馬入橋の橋脚に接近しており、接近してきたＢ船を回避

することができず、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、南南東進中、接近するＡ船に気

付いておらず、Ｂ船の右舷方の近くにいた同航の他船に接近して危な

いと思い、左旋回していたところ、Ｂ船の船首部とＡ船の左舷船尾部

とが衝突した。 

Ａ船の乗船者及び船長Ｂは、全員が固型式の救命胴衣を着用してい

た。 

分析 

 

Ａ船は、北北東進中、船長Ａが、左舷前方から接近するＢ船を認め

たものの、Ｂ船がＡ船の左舷側を通過すると思い、同じ針路及び速力

で航行を続けたことから、Ｂ船が急に左旋回したものの右舷船首方に



あった馬入橋の橋脚に接近して回避行動がとれず、Ｂ船と衝突したも

のと考えられる。 

Ｂ船は、南南西進中、船長Ｂが、接近するＡ船に気付いておらず、

Ｂ船の右舷方の近くにいた同航の他船に接近して危ないと思い、左旋

回したことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が南南西進中、船長Ａが、左舷

前方から接近するＢ船を認めたものの、Ｂ船がＡ船の左舷側を通過す

ると思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Ｂが接近する

Ａ船に気付いておらず、Ｂ船の右舷方の近くにいた同航の他船に接近

して危ないと思い、左旋回したため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの操縦者は、橋脚のような障害物があるところを

航行する際、他船と見合い関係にならないよう減速すること。 

・水上オートバイの操縦者は、旋回する際、周囲の状況を十分確認

すること。 

 


